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常任委員会の審査報告から

特別委員会の概要

厚

生

委

員

会

総

務

委

員

会

第
122
号
議
案
・
第
123
号
議
案
・
第
124
号
議

案
・
第
125
号
議
案

府
中
市
郷
土
の
森
博
物
館
本
館
改
修
工
事

請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
ほ
か

第
115
号
議
案

府
中
市
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
119
号
議
案

府
中
市
都
市
計
画
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

第
126
号
議
案

令
和
５
年
度
府
中
市
下
水
道
事
業
会
計
補

正
予
算
（
第
１
号
）

建

設

環

境

委

員

会

文

教

委

員

会

基
地
等
跡
地
対
策
特
別
委
員
会

　
調
布
基
地
跡
地
の
状
況
に
つ
い
て
、
米
軍

ヘ
リ
の
調
布
飛
行
場
へ
の
緊
急
着
陸
に
関
す

る
地
元
３
市
か
ら
の
質
問
に
対
し
、
米
軍
か

ら
回
答
が
な
い
こ
と
を
含
め
、
今
後
の
対
応

に
つ
い
て
、
３
市
で
協
議
を
進
め
て
い
る
。

　
府
中
基
地
跡
地
留
保
地
の
状
況
に
つ
い
て
、

自
然
環
境
調
査
の
結
果
に
お
け
る
一
部
デ
ー

タ
の
不
足
か
ら
オ
オ
タ
カ
の
保
護
を
中
心
と

す
る
自
然
環
境
の
保
全
区
域
や
土
地
利
用
が

可
能
な
区
域
の
確
定
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、

今
ま
で
の
協
議
状
況
等
か
ら
留
保
地
内
へ
の

総
合
体
育
館
の
移
設
は
可
能
と
認
識
し
て
お

り
、
引
き
続
き
検
討
し
て
い
く
な
ど
の
報
告

が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

市
庁
舎
建
設
特
別
委
員
会

　
「
お
も
や
」
の
引
渡
し
が
３
か
月
延
伸
し

た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
伴
う
損
害
金
額

が
確
定
し
、
約
３
８
４
０
万
円
を
工
事
受
注

者
に
請
求
し
た
。
令
和
５
年
度
中
に
納
付
さ

れ
る
予
定
で
あ
る
。

　
供
用
開
始
後
の
「
お
も
や
」
に
つ
い
て
、

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
結
果
、

旧
庁
舎
が
抱
え
て
い
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確

保
や
庁
舎
の
耐
震
性
な
ど
の
主
な
課
題
は
、

お
お
む
ね
解
消
で
き
た
と
捉
え
て
い
る
が
、

携
帯
電
話
が
つ
な
が
り
に
く
い
と
の
意
見
が

あ
り
、
対
応
に
向
け
た
準
備
を
進
め
て
い
る

な
ど
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

学
校
施
設
老
朽
化
対
策
特
別
委
員
会

　
第
二
期
改
築
実
施
校
で
あ
る
府
中
第
三
小

学
校
の
新
庁
舎
等
の
工
程
計
画
に
つ
い
て
、

既
存
プ
ー
ル
下
よ
り
遺
構
が
発
見
さ
れ
た
こ

と
か
ら
建
設
期
間
を
３
か
月
延
伸
し
、
竣
工

時
期
を
令
和
７
年
２
月
と
す
る
。
ま
た
、
供

用
開
始
時
期
を
６
年
度
３
学
期
か
ら
７
年
度

１
学
期
に
変
更
す
る
が
、
卒
業
式
は
新
体
育

館
で
実
施
で
き
る
よ
う
事
業
を
進
め
て
い
く
。

　
第
一
期
改
築
実
施
校
で
あ
る
府
中
第
一
中

学
校
の
外
周
道
路
整
備
工
事
に
つ
い
て
は
、

現
在
、
契
約
不
調
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
具
体
的
な
工
事
の
進
め
方

を
道
路
担
当
課
と
調
整
し
て
い
る
な
ど
の
報

告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

一般質問・常任委員会・特別委員会

　
こ
の
議
案
は
、
都
市
計
画
税
の
税
率
に
つ
い

て
、
特
例
措
置
の
適
用
期
間
が
令
和
５
年
度
で

終
了
す
る
こ
と
か
ら
、
現
行
の
税
率
１
０
０
分

の
０
・
２
の
適
用
期
間
を
、
６
年
度
か
ら
８
年

度
ま
で
の
３
年
間
延
長
す
る
た
め
、
所
要
の
改

正
を
行
う
も
の

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
６
年
度
か
ら
８
年
度
ま

で
の
都
市
計
画
事
業
の
事
業
実
施
計
画
を
鑑
み
、

特
段
、
税
率
を
上
げ
る
ほ
ど
の
事
業
計
画
が
予

定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
現
在
の
税
率
と

同
様
の
１
０
０
分
の
０
・
２
と
す
る
こ
と
と
し

た
」
等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
委
員
か
ら
、
「
引
き
続
き
、
多
摩
地
域
で
一

番
低
い
税
率
を
維
持
し
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
減

免
手
続
等
を
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
分
か
り
や

す
く
公
開
し
て
ほ
し
い
」
等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異

議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
た
。

　
本
補
正
予
算
は
、
収
益
的
支
出
に
お
い
て
、

８
２
４
５
万
１
０
０
０
円
を
増
額
し
、
予
定
額

を
48
億
４
９
８
８
万
３
０
０
０
円
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
補
正
の
内
容
は
、
令
和
２
年
度
か
ら
４
年
度

ま
で
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
つ
い
て
、

５
年
11
月
に
納
付
税
額
の
不
足
が
判
明
し
た
こ

と
か
ら
、
修
正
申
告
及
び
不
足
税
額
の
納
付
を

行
う
た
め
特
別
損
失
を
計
上
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
公
営
企
業
会
計
へ
移
行

す
る
際
、
委
託
経
費
に
対
す
る
消
費
税
区
分
の

登
録
に
誤
り
が
あ
っ
た
」
等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
委
員
か
ら
、
「
個
人
の
責
任
追
及
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
組
織
全
体
と
し
て
の
仕
組
み
の

改
善
や
対
応
を
求
め
る
」
等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異

議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
い
令
和
６
年
秋
に
予
定
さ
れ
て
い
る
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
保
険
証
の
一
体
化

へ
の
対
応
と
し
て
、
子
ど
も
医
療
費
助
成
に
関

す
る
事
務
等
で
個
人
番
号
を
利
用
し
て
医
療
保

険
の
被
保
険
者
資
格
に
関
す
る
情
報
の
確
認
を

可
能
に
す
る
な
ど
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
委
員
か
ら
、
「
手
続
の
簡
素
化
な
ど
の
様
々

な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
思
う
た
め
、
本
案
に
賛

成
す
る
」「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
情
報
漏

え
い
等
が
多
発
し
、
医
療
現
場
等
の
負
担
軽
減

の
具
体
的
な
政
策
も
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の

法
律
自
体
に
異
議
を
感
じ
る
た
め
、
本
案
に
反

対
す
る
」
等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
賛
成
多

数
に
よ
り
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の

と
決
定
し
た
。

　
第
１
２
２
号
議
案
は
、
府
中
市
郷
土
の
森
博

物
館
本
館
改
修
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
関
す

る
も
の
、
第
１
２
３
号
議
案
、
第
１
２
４
号
議

案
、
第
１
２
５
号
議
案
は
そ
れ
ぞ
れ
、
府
中
市

郷
土
の
森
博
物
館
本
館
改
修
に
伴
う
電
気
設
備

工
事
、
給
排
水
衛
生
設
備
、
空
気
調
和
設
備
工

事
の
請
負
契
約
の
一
部
を
変
更
す
る
も
の

　
こ
れ
ら
４
議
案
は
関
連
性
が
あ
る
も
の
と
認

め
一
括
審
査
を
行
っ
た
。

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
工
事
方
法
の
変
更
に
伴

い
、
収
蔵
品
の
外
部
へ
の
移
設
等
が
必
要
と
な

り
休
館
期
間
を
約
１
か
月
延
長
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
た
が
、
令
和
６
年
７
月
に
は
開
館
で
き

る
よ
う
調
整
し
て
い
る
」
等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異

議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
た
。

か
ら
さ
わ

地
平

議
員（
共
産
）

　
航
空
自
衛
隊
府
中
基
地
周

辺
が
土
地
利
用
規
制
法
の
注

視
区
域
に
指
定
さ
れ
る
こ
と

が
国
の
審
議
会
で
了
承
さ
れ

た
と
聞
く
が
、
こ
の
施
行
時

期
は
。
ま
た
、
周
辺
住
民
へ

の
説
明
会
の
実
施
予
定
は
。

政
策
経
営
部
長
　
注
視
区
域

へ
の
指
定
は
令
和
６
年
１
月

中
に
施
行
さ
れ
る
と
聞
い
て

い
る
。
周
辺
住
民
へ
の
説
明

は
国
の
責
任
で
実
施
す
る
も

の
と
考
え
て
い
る
が
、
現
時

点
で
は
説
明
会
を
実
施
す
る

意
向
が
な
い
こ
と
を
確
認
し

て
い
る
。

議
員
　
１
か
月
程
度
し
か
広

報
期
間
が
取
ら
れ
て
い
な
い

中
で
、
市
民
へ
の
周
知
を
市

は
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
。

政
策
経
営
部
長
　
国
が
作
成

し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
本
庁

舎
等
に
配
架
し
て
い
る
ほ
か
、

６
年
１
月
の
注
視
区
域
の
施

行
に
合
わ
せ
て
広
報
紙
で
周

知
で
き
る
よ
う
、
現
在
調
整

し
て
い
る
。

他�

２
０
２
４
年
度
の
介
護
保
険

制
度
改
定
に
つ
い
て
●

府
中
市

の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
待
遇

に
つ
い
て

竹
内

祐
子

議
員（
共
産
）

近
年
、
特
殊
詐
欺
の
ほ
か
一

人
暮
ら
し
の
高
齢
者
を
狙
っ

た
強
盗
事
件
が
報
告
さ
れ
て

お
り
、
防
犯
対

策
の
強
化
を
望

む
声
を
聞
く
が
、

市
の
高
齢
化
率

と
市
営
住
宅
、

公
団
住
宅
等
で

の
高
齢
化
率
は
。

福
祉
保
健
部
長

　
本
市
の
高
齢

前
川

浩
子

議
員（
市
フ
ォ
）　

令
和
４
年
第
２
回
定
例
会
か

ら
６
回
に
わ
た
り
問
題
点
を

指
摘
し
て
き
た
市
内
社
会
福

祉
法
人
の
執
行
部
の
責
任
に

つ
い
て
、
市
は
ど
の
よ
う
に

対
応
す
る
の
か
。

福
祉
保
健
部
長
　
当
該
法
人

は
不
適
切
な
会
計
処
理
等
の

重
大
性
を
認
識
し
自
ら
責
任

の
所
在
に
つ
い
て
検
討
す
べ

き
で
あ
り
、
一
定
の
合
理
性

の
も
と
に
結
論
を
出
し
て
説

明
責
任
を
十
分
に
果
た
せ
る

よ
う
必
要
な
指
導
に
努
め
る
。

議
員
　
虐
待
の
被
害
者
、
ま

た
被
害
者
家
族
等
へ
の
法
人

及
び
市
の
対
応
状
況
は
。

福
祉
保
健
部
長
　
虐
待
被
害

者
支
援
と
し
て
、
被
害
者
家

族
か
ら
の
申
入
れ
に
つ
い
て

本
市
が
仲
介
し
て
お
り
、
当

該
法
人
の
対
応
内
容
を
確
認

の
上
、
不
足
す
る
点
を
整
理

し
、
申
入
れ
の
趣
旨
に
沿
っ

た
対
応
と
な
る
よ
う
当
該
法

人
へ
助
言
し
て
い
る
。

他�

地
下
水
の
有
機
フ
ッ
素
化
合

物
の
汚
染
に
つ
い
て
●

霊
連
世

協
会
に
つ
い
て

化
率
は
、
令
和
５
年
10
月
１

日
時
点
で
22
・
５
％
で
あ
る
。

都
市
整
備
部
長
　
本
市
の
市

営
住
宅
が
５
年
10
月
末
時
点

で
51
・
３
％
、
全
国
の
Ｕ
Ｒ

賃
貸
住
宅
が
２
年
度
の
調
査

で
36
・
９
％
で
あ
る
。

議
員
　
住
宅
の
鍵
を
高
性
能

な
防
犯
対
策
用
に
変
更
し
た

際
に
、
補
助
を
行
う
考
え
は
。

生
活
環
境
部
長
　
昨
今
の
発

生
状
況
か
ら
、
特
殊
詐
欺
対

策
を
最
優
先
に
行
っ
て
い
る
。

現
状
、
防
犯
対
策
用
の
鍵
の

購
入
へ
の
補
助
の
予
定
は
な

い
が
、
犯
罪
情
勢
の
推
移
等

航

空

自

衛

隊

府

中

基

地

周

辺

へ

の

注
視
区
域
の
指
定
に
つ
い
て
市
民
へ
の
周
知
を

市

は

ど

の

よ

う

に

行

う

の

か

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
本
庁
舎
等
に

配

架

し

て

い

る

ほ

か

広
報
紙
で
の
周
知
を
調
整
し
て
い
る

住宅の鍵を防犯対策用に変更した際
補 助 を 行 う 考 え は

問 題 点 を 指 摘 し て き た
市内社会福祉法人の執行部の責任
市はどのように対応するのか

現状では補助の予定はないが
犯罪情勢の推移等を警察署とも
情報共有しながら注視していく

一定の合理性のもとに結論を出して
説明責任を十分に果たせるよう
必 要 な 指 導 に 努 め る

　▲鍵の交換（イメージ）

を
警
察
署
と
も
情
報
共
有
し

な
が
ら
注
視
し
て
い
く
。

他�

府
中
市
の
健
康
診
断
に
つ
い

て
―
教
職
員
の
女
性
検
診
は
再

開
を
―


